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消費者契約法のポイント  
 

近時、大阪高裁において、賃貸借契約に定められた更新料約定が消費者契約法第１

０条に違反し無効であるとの判決が下され（大阪高判平２１．８．２７）、世間の注目

を集めています。上記更新料無効判決の根拠となった消費者契約法について、そのポ

イントを解説します。  

 

第１ 消費者契約法の目的  

消費者契約法は、消費者と事業者との間には、情報の質及び量、交渉力に格差が

あることを前提として、消費者の利益の擁護を図り、国民生活の安定向上と国民経

済の健全な発展に寄与することを目的としています。  

 

第２ 適用対象  

   消費者契約法は、「消費者」と「事業者」との間で締結される契約（「消費者契約」

といいます。）すべてに適用があります。  

   「消費者」とは、個人をいいます（ただし、事業として又は事業のために契約の

当事者となる場合における個人は除かれます。）。  

「事業者」とは、法人その他の団体と、事業として又は事業のために契約の当事

者となる場合における個人をいいます。  

 

第３ 消費者の取消権  

   消費者契約法は、事業者の不適切な行為（不実告知、断定的判断、不利益事実の

不告知、不退去、監禁）により、消費者が誤認・困惑して契約を締結した場合には、

消費者は契約を取り消すことができると規定しています。  

   この取消権は、誤認したことに気が付いたとき、または困惑を脱したときから６

か月間、契約締結時から５年以内に行使する必要があります。  

 

   消費者契約の取消の要件である、事業者の不適切な行為の内容は、次のとおりで

す。  

  ①不実告知   

重要事項について事実と異なることを告げること  

  ②断定的判断  

消費者契約の目的となるものに関し、将来における変動が不確実な事項につき

断定的判断を提供すること  
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  ③不利益事実の不告知  

消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消

費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益

となる事実（当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべき

ものに限る。）を故意に告げなかったこと  

   ④不退去  

    事業者に対し、消費者が、その住居又は労働場所から退去すべき旨の意思を示

したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと  

   ⑤監禁  

    事業者が消費者契約の締結について勧誘をしている場所から、消費者が退去す

る旨の意思を示したにもかかわらず、消費者を退去させないこと  

 

第４ 消費者契約の条項の無効  

   消費者契約法はまた、消費者にとって不当な契約条項の一部又は全部を無効とす

る規定を置いています。  

同法により無効とされる契約条項とは、下記のようなものです。  

    

①事業者の損害賠償責任を免除又は制限する条項  

 ・事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除

する条項  

 ・故意又は重過失による事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償

する責任の一部を免除する条項  

 ・消費者契約における事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する

民法の規定による責任の全部を免除する条項  

 ・消費者契約における故意又は重過失による事業者の不法行為により消費者に

生じた損害を賠償する民法の規定による責任の一部を免除する条項  

 ・消費者契約が有償契約である場合において、当該消費者契約の目的物に隠れ

た瑕疵があるとき（当該消費者契約が請負契約である場合には、当該消費者

契約の仕事の目的物に瑕疵があるとき。）に、当該瑕疵により消費者に生じた

損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する条項（ただし、事業者等が目

的物を交換又は修補する責任がある場合を除く）  

 

②消費者が支払う損害賠償額を予定する条項等  

 ・消費者契約の解除に伴う損害賠償額を予定し、又は違約金を定める条項で、
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これらを合算した額が、当該事業者の「平均的な損害の額」を超える場合、

その超える部分については無効となります。  

 ・消費者契約に基づく金銭の支払いを消費者が遅延した場合の損害賠償額を予

定し、又は違約金を定める条項で、年１４．６％超える損害賠償額等を定め

るものは、年１４．６％を超える部分については無効となります。  

 

③消費者の利益を一方的に害する条項  

 ・民法、商法その他の法律の任意規定の適用による場合に比べ、消費者の権利

を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項で、民法第１条第

２項の信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効

となります。  

    ※更新料無効判決（大阪高判平２１．８．２７）は、消費者契約法の当該規定

を根拠に更新料約定を無効としました。  

 

第５ 消費者団体訴訟制度  

消費者被害は、類似の被害が多数発生する傾向にあります。  

  こうした被害が広がる前に事業者による不当な行為・契約条項の使用自体を差し

止めて、消費者全体の利益を擁護するため、一定の消費者団体に事業者の不当な行

為等に対する差止請求権を認める消費者団体訴訟制度が設けられています。  

 

差止請求権を行使する業務の遂行を認められるのは、内閣総理大臣が認定した適

格消費者団体に限られています。  

  消費者団体の適格要件のうち、重要なものを以下に列挙します。  

①不特定多数の消費者の利益擁護のための活動を主たる目的とすること  

②相当期間、継続的な活動実績があること  

③特定非営利活動法人又は公益法人（「一般社団法人及び一般財団法人に関する法

律」の施行後は、一般社団法人又は一般財団法人）であること  

④組織体制や業務規程が適切に整備されていること  

⑤理事及び理事会の適合要件をみたすこと  

⑥消費生活及び法律の専門家が確保され、差止請求関係業務を適正に遂行すること

ができる専門的な知識経験を有すること  

⑦経理的基礎があること  

⑧その他（差止請求関係業務以外の業務を行う場合は、差止請求関係業務の適正な

遂行に支障がないこと、業務規程に一定の記載事項が定められていること、暴力
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団員等がその事業活動を支配する法人でないこと）  

 

※内閣府「消費者の窓」のホームページから、認定された適格消費者団体の一覧が確認

できます。  

                                   （完）  
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本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の事項に対して具体的なアドバイスをする

ものではありません。また、本記事に掲載されている情報の正確性及び最新性の確保については

万全を期しておりますが、法律・政令の改正等により、最新の情報と異なる記載となる場合があ

り、その完全性を保証するものではありません。  


